
2020 年 4 月 1 日 

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 

 

指定代理請求人の範囲の拡大について 

 

 

2020年 4 月 1 日より、「指定代理請求特約」において指定代理請求人としてご指定いただける範囲を、

以下の通り拡大します。 

 

＜指定代理請求人としてご指定いただける範囲＞ 

改定前 改定後 

 

①被保険者の戸籍上の配偶者 

②被保険者の直系血族 

③被保険者の兄弟姉妹 

④被保険者と同居または被保険者と生計

を一にしている被保険者の 3 親等内の

親族 

（１）次の範囲の者 

①被保険者の戸籍上の配偶者 

②被保険者の直系血族 

③被保険者の兄弟姉妹 

④被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一に

している被保険者の 3 親等内の親族 

 

（２）①から④のほか、次の範囲内の者で、保険金等の受

取人のために保険金等を請求すべき相当な関係がある

と会社が認めた者 

⑤被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一に

している者 

⑥被保険者の財産管理を行っている者 

⑦死亡保険金受取人等 

⑧その他⑤から⑦に掲げる者と同等の関係にある者 

 

 

※現在、継続中のご契約についても、改定後の新たな範囲で指定代理請求人の指定・変更を取扱います。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

特約の中途付加や指定代理請求人の指定・変更をご希望される場合、お取扱いの詳細についてのお問

い合わせ等につきましては、下記 URL 記載の弊社コールセンターにお問い合わせください。 

https://www.nw-life.co.jp/customer/ 

 

以上 

https://www.nw-life.co.jp/customer/

